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五
十
五
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和
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年
法
律
第
百
八
十
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二
項
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規
定
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よ
り
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お
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開
始
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の
で
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同
項
の
規
定
に
よ
り
公
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す
る
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図
面
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か
ら
平
成
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十
四
年
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月
二
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六
日
ま
で
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森
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県
土
整

備
部
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に
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る
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昭
和
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七
年
法
律
第
百
八
十
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第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
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課
に
お
い
て
一
般
の
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覧
に
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す
る
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律
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五
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一
項
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規
定
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っ
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村
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す
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工
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し
た
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
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行

令
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成
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二
年
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令
第
百
七
十
五
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第
七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青 森 県 報平成24年１月27日 金曜日 第3493号 �

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診
療
科
目

指
定
年
月
日

工
藤

孝
志

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

眼
科

(

視
覚
障

害)

平
成
��･

�･

�

宮
川

靖
博

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町
五

三

眼
科

(

視
覚
障

害)

〃

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
四
号

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀
字
八
百
刈
三
五
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀
字
沖
田
一
四
の
一
ま
で

平
成
��･

�･

��

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

東
北
横
浜
線

関
ヶ
平
五
代

線 路
線
名

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
前
田
三
五
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
表
舘
二
二
の
三
三
ま
で

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
無
番
か
ら

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
八
八
の
一
ま
で

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
一
一
〇
の
二
か
ら

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
九
二
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
一
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
二
・
三
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
一
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
二
・
三
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
六
九
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル

一
、
三
〇
四
・
五
八
メ
ー
ト
ル

一
、
三
〇
四
・
五
八
メ
ー
ト
ル

五
六
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

五
六
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

三
五
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
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同
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五
項
に
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十
条
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項
の
規
定
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り
次
の
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お
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公
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す
る
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一
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請
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あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日

二
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特
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法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
海
の
八
戸
Ｎ
Ｐ
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三

代
表
者
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中
村

覺

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
新
湊
一
丁
目
二
四
の
二
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
民
並
び
に
県
内
外
か
ら
の
観
光
客
に
対
し
て
、
八
戸
の
観
光
資
源
で
あ

る
海
を
活
用
し
た
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
親
水
空
間
利
用
、
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
サ

ポ
ー
ト
な
ど
の
各
種
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
戸
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
、
雇
用
開
発
、
文

化
振
興
、
環
境
保
全
ひ
い
て
は
地
域
活
性
化
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
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び
数
量

安
全
ろ
う
そ
く

八
千
個

二

調
達
方
法

物
品
の
購
入

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
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び
所
在
地

青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
政
策
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
神
山

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
九
の
一
一

七

契
約
金
額

二
百
六
十
八
万
八
千
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相

手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
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十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
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